
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成２３年度決算の数値をお
知らせします。

　財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全化に関する指標の公表制度を設け、その
比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等に必要な行政上の措置を講ずることにより、
地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

　健全化判断比率のうち一つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、
また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要が
あります。

　平成２３年度決算に基づく各指標は、いずれも基準を下回っています。
　　　（単位：％）

※実質赤字額、連結実質赤字額がないため「－（該当なし）」で表示しています。

　　　（単位：％）

※資金不足額がないため「－（該当なし）」で表示しています。

●実質赤字比率
　一般会計等（一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計）を対象とした実質
赤字の標準財政規模※に対する比率。

　※標準財政規模・・・地方団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財
　源の規模を示すもので、標準財政収入額等に普通交付税を加算した
　もの。

●連結実質赤字比率
　全ての会計を対象とした実質赤字額（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率。

連結実質赤字比率＝
連結実質赤字額
標準財政規模

特別会計の名称

土佐清水市水道事業会計 －

実質赤字比率＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
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●実質公債費比率
　一般会計等の実質的な公債費の標準財政規模（元利償還金等に係る基準財政需要額算入
額を除く）に対する比率で、公営企業の公債費への一般会計等からの繰出金や一部事務組
合の公債費への負担金等も算入される。

（３か年平均）

　※準元利償還金・・・①満期一括償還方式の場合の１年当たりの元金償還金相当額、②
　公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金、③一部事
　務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金、
　④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの。

●将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模（元利償還金等に係る基準財
政需要額算入額を除く）に対する比率

　※将来負担額・・・次の①～⑧の合計額
　　①一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
　　②債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５号各号の経費等に係るもの）
　　③一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
　　④当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込
　　　額
　　⑤退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見
　　　込額
　　⑥地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担してい
　　　る場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等
　　　の負担見込額
　　⑦連結実質赤字額
　　⑧組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

●資金不足比率
　公営企業を対象とした資金不足額の事業規模に対する比率

実質公債費比率＝

将来負担比率＝

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債
現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財
政需要額算入額）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元
利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財
政需要額算入額）

資金不足比率＝
資金の不足額
事業の規模


